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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者の四肢のいずれかに巻きつけて装着する装着ベルトと、
　前記装着ベルトに取り付けられ、前記装着ベルトの巻きつけ方向に伸張又は収縮した際
に厚さ方向に発生する電圧の値が変化する圧電素子と、
　前記装着ベルトに取り付けられ、前記装着ベルトの押し付け圧を抵抗値の変化として検
出する高分子圧膜フィルム素子で構成された圧力センサと、
　前記装着ベルトに取り付けられ、前記圧電素子で発生する電圧信号と、前記圧力センサ
からの出力信号を取得し、該取得した電圧信号及び出力信号に基づいて前記利用者の生体
情報を計測する制御部と、
　前記装着ベルトに取り付けられ、前記制御部で計測及び算出した生体情報を外部機器に
無線送信するための無線通信デバイスと
を備えた携帯型の生体情報計測装置であって、
　前記制御部が、前記圧電素子で発生する電圧信号の振幅変動に基づいて脈波パターンを
計測するとともに、前記圧力センサからの出力信号に基づいて脈圧を計測することを特徴
とする生体情報計測装置。
【請求項２】
　前記制御部が、
　前記計測された脈波パターンのピーク間の時間間隔に基づいて脈拍を計測するとともに
、
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　前記計測された脈圧に基づいて、前記脈波パターンの振幅値を補正することを特徴とす
る請求項１に記載の生体情報計測装置。
【請求項３】
　前記制御部が、前記脈拍に前記脈圧を乗ずることにより、心仕事量を算出する情報処理
部をさらに備えたことを特徴とする請求項２に記載の生体情報計測装置。
【請求項４】
　さらに、前記装着ベルトに取り付けられ、前記利用者の動作を検出する３次元加速度セ
ンサを備え、
　前記制御部が、前記３次元加速度センサの検出信号に基づいて、前記利用者が静止状態
にあるか否かを判別し、前記利用者が静止状態にあるときのみ、前記圧電素子で発生する
電圧信号及び前記圧力センサからの出力信号を取得することを特徴とする請求項１乃至３
のいずれかに記載の生体情報計測装置。
【請求項５】
　さらに、前記装着ベルトに取り付けられ、前記圧電素子で発生した電圧信号及び前記圧
力センサからの出力信号並びに前記算出した生体情報を記憶する記憶部を備えることを特
徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の生体情報計測装置。
【請求項６】
　さらに、前記装着ベルトに取り付けられ、非接触充電可能な電源部と、
　前記装着ベルトに取り付けられた前記圧電素子及び前記圧力センサ以外の構成部分を内
部に封止する防水封止部材とを備えることを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載
の生体情報計測装置。
【請求項７】
　前記制御部が時計機能を備えていることを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載
の生体情報計測装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、脈拍、脈圧、体温、運動量、運動強度等の生体情報を計測するため
の生体情報計測装置に関し、より詳細には、人間の四肢のいずれかに装着可能な携帯型の
生体情報計測装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、人間の健康状態を検出するために、例えば、脈拍、体温、運動量、運動強度等の
生体情報を計測する機器が種々提案されている（例えば、特許文献１及び２参照）。
　特許文献１には、例えば手首等に装着可能な脈波検出装置が提案されている。特許文献
１の脈波検出装置では、動脈を伝搬する超音波を振幅検波することにより脈波を検出して
いる。
　また、特許文献２にも、例えば手首等に装着可能な振動検出デバイスが提案されている
。特許文献２の振動検出デバイスでは、脈動のような振動に対応する電界の変化を検出す
ることにより、測定部位に対する位置合わせをすることなく振動検出を行っている。
【０００３】
　さらに、従来、上記特許文献１及び２以外の生体情報計測装置としては、例えば、不整
脈のある患者に対して継続的に脈拍を計測する装置が存在する。この装置では、患者の胸
に電極を取り付け、かつ、文庫本サイズの心電図計測器を腰に取り付ける。また、従来、
脈拍計測装置として指尖脈波を光学的に計測する装置も開発されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－０３７３６０号公報
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【特許文献２】特開２００８－２００４３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１及び２で提案されているように、従来、生体情報を計測するための携帯
型の生体情報計測装置が種々提案されている。しかしながら、上述した生体情報計測装置
は、一般に、生体情報を一時的に計測するものであり、携帯して実用的に生体情報を長期
間継続して測定するものではない。
【０００６】
　また、上述した不整脈のある患者に対して継続的に脈拍を計測する装置においても、電
池の容量や携帯性の問題から、通常、１～２日程度の携帯が限界である。さらに、上述し
た指尖脈波を光学的に計測する装置では、計測センサは小型であり、携帯性に優れたもの
であるが、指先での装着の難しさや照明装置を使うことによる消費電力が大きいため、長
期間携帯して脈波を計測することはできない。
【０００７】
　さらには、健康管理のために、従来から血圧を測定して管理することが一般的に行われ
ているが、血圧と言えば、「収縮期血圧（上の血圧）」と「拡張期血圧（下の血圧）」の
みが問題にされがちである。しかし、最近の新常識として「平均血圧」「脈圧」がキーワ
ードになってきた。
【０００８】
　細い血管を流れる血液は、一定の量で、一定の圧で、ゆったりと流れている。この細い
血管内の血圧のことを「平均血圧」というが、この平均血圧を直接測定することはできな
いが、ごく単純化した計算式では、平均血圧＝下の血圧＋（「上の血圧」－「下の血圧」
）÷３で求められる。例えば「上１２０、下７０」の人なら７０＋（１２０－７０）÷３
≒８７となる。
　細い血管の動脈硬化が進んで血液の流れが悪くなり抵抗が増してくると、全身の血液の
流れを保つために、心臓は血液をより勢いよく送り出さざるをえなくなる。その結果、血
圧が上がり、上が１５０、下が１００というような値を示し、平均血圧が上昇してくる。
平均血圧の目安は９０とされているが、ちなみに上１５０、下１００の人の平均血圧は約
１１７となり、要警戒領域となる。
【０００９】
　また、脈圧とは、心臓が血液を送り出す時に生まれる圧力である。送り出す血液の量が
増えると大きくなるが、脈圧が大きくなる決定的な要因は、太い血管の動脈硬化である。
　脈圧は、「上の血圧」から「下の血圧」を引けば求められる。例えば、上が１２０、下
が７０なら、脈圧は５０となる。上述のように、脈圧は太い血管の動脈硬化が進むにつれ
て大きくなるが、これは、５０、６０代になると、大きな脈圧の影響を受けて、下の血圧
が下がってくるからである。脈圧値はおおむね５０前後が目安であるが、上の血圧と下の
血圧の差が大きくなり脈圧値が上がるほど、心筋梗塞などの心臓病を発症するリスクが増
してくる。例えば、６０歳の人で上の血圧は１７０、下の血圧は７０の人がいたとする。
この場合、１７０という上の血圧については誰もが高いと感じるものの、下の７０という
数値は問題ないと考えがちである。ところが実際は下の血圧が低いのは、脈圧が増大した
ためで、動脈硬化が細い血管にも太い血管にも進行していることを意味するのである。こ
のように、脈圧を継続的に監視することによって、動脈硬化の状態を把握することが可能
になる。
【００１０】
　また、近年、健康状態を心仕事量（心臓の負担度合を表す指標）で把握しようとする試
みも行われており、心仕事量＝脈拍×脈圧で求められることから、脈拍（心拍数）と脈圧
を同時に測定できる携帯型の生体情報計測装置が求められている。
　しかしながら、携帯して、少なくとも脈圧と脈拍を同時に長時間継続して測定できる生
体情報計測装置は未だ提案されていない。
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　本発明は、上記状況を鑑みなされたものであり、本発明の目的は、携帯性に優れ、より
長期間継続して生体情報を測定可能な生体情報測定装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の上記目的は、利用者の四肢のいずれかに巻きつけて装着する装着ベルトと、上
記装着ベルトに取り付けられ、上記装着ベルトの巻きつけ方向に伸張又は収縮した際に厚
さ方向に発生する電圧の値が変化する圧電素子と、上記装着ベルトに取り付けられ、上記
装着ベルトの押し付け圧を抵抗値の変化として検出する高分子圧膜フィルム素子で構成さ
れた圧力センサと、上記装着ベルトに取り付けられ、上記圧電素子で発生する電圧信号と
、上記圧力センサからの出力信号を取得し、該取得した電圧信号及び出力信号に基づいて
上記利用者の生体情報を計測する制御部と、前記装着ベルトに取り付けられ、前記制御部
で計測及び算出した生体情報を外部機器に無線送信するための無線通信デバイスとを備え
た携帯型の生体情報計測装置であって、上記制御部が、上記圧電素子で発生する電圧信号
の振幅変動に基づいて脈波パターンを計測するとともに、上記圧力センサからの出力信号
に基づいて脈圧を計測することを特徴とする生体情報計測装置によって達成される。
 
【００１３】
　さらに、本発明の上記目的は、前記制御部が、前記計測された脈波パターンのピーク間
の時間間隔に基づいて脈拍を計測するとともに、前記計測された脈圧に基づいて、前記脈
波パターンの振幅値を補正することを特徴とする上記の生体情報計測装置によって効果的
に達成される。
【００１４】
　さらに、本発明の上記目的は、前記制御部が、前記脈拍に前記脈圧を乗ずることにより
、心仕事量を算出する情報処理部をさらに備えたことを特徴とする上記生体情報計測装置
によってさらに効果的に達成される。
【００１５】
　またさらに、本発明の上記目的は、前記装着ベルトに取り付けられ、前記利用者の動作
を検出する３次元加速度センサを備え、前記制御部が、前記３次元加速度センサの検出信
号に基づいて、前記利用者が静止状態にあるか否かを判別し、前記利用者が静止状態にあ
るときのみ、前記圧電素子で発生する電圧信号及び前記圧力センサからの出力信号を取得
することを特徴とする上記のいずれかに記載の生体情報計測装置によって効果的に達成さ
れる。
【００１７】
　また、本発明の上記目的は、前記装着ベルトに取り付けられ、前記圧電素子で発生した
電圧信号及び前記圧力センサからの出力信号並びに前記算出した生体情報を記憶する記憶
部を備えることを特徴とする上記のいずれかに記載の生体情報計測装置によって効果的に
達成される。
【００１８】
　さらに、本発明の上記目的は、前記装着ベルトに取り付けられ、非接触充電可能な電源
部と、前記装着ベルトに取り付けられた前記圧電素子及び前記圧力センサ以外の構成部分
を内部に封止する防水封止部材とを備えることを特徴とする上記のいずれかに記載の生体
情報計測装置によって効果的に達成される。
【００２０】
　さらにまた、本発明の上記目的は、前記制御部が時計機能を備えていることを特徴とす
る上記のいずれかに記載の生体情報計測装置によって効果的に達成される。
 
【発明の効果】
【００２１】
　本発明に係る生体情報計測装置によれば、少なくとも脈圧と脈拍を同時に長時間継続し
て測定できるため、これらのデータに基づいて心仕事量を常時把握することができ、健康
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管理の向上に寄与することができる。
 
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る生体情報計測装置の概略構成図である。
【図２】第１の実施形態の生体情報計測装置で用いる圧電素子の概略側面図である。
【図３】第１の実施形態の生体情報計測装置で用いる圧力センサの一例の概略側面図であ
る。
【図４】第１の実施形態の生体情報計測装置の信号処理系の回路ブロック構成図である。
【図５】第１の実施形態の生体情報計測装置の装着例を示す図である。
【図６】脈拍の計測原理を示す図である。
【図７】脈拍データの計測結果例を示す図である。
【図８】本発明の第２の実施形態に係る生体情報計測装置の概略構成図である。
【図９】第２の実施形態の生体情報計測装置の信号処理系の回路ブロック構成図である。
【図１０】本発明の第３の実施形態に係る生体情報計測装置の信号処理系の回路ブロック
構成図である。
【図１１】本発明の第４の実施形態に係る生体情報計測装置の信号処理系の回路ブロック
構成図である。
【図１２】第４の実施形態の生体情報計測装置における体温計測処理に関連する回路部の
概略構成図である。
【図１３】第４の実施形態の生体情報計測装置における体温計測処理に関連する回路部の
等価回路図である。
【図１４】第４の実施形態の生体情報測定装置における体温計測の原理を説明するための
図である。
【図１５】変形例１の生体情報計測装置の概略構成図である。
【図１６】変形例２－１の生体情報計測装置で用いるサポーターの外観図である。
【図１７】変形例２－１の生体情報計測装置の第１の装着例を示す図である。
【図１８】変形例２－１の生体情報計測装置の第２の装着例を示す図である。
【図１９】変形例２－２の生体情報計測装置で用いるサポーターの外観図である。
【図２０】変形例２－２の生体情報計測装置の装着例を示す図である。
【図２１】変形例２－３の生体情報計測装置で用いるサポーターの外観図である。
【図２２】変形例２－３の生体情報計測装置の装着例を示す図である。
【図２３】変形例２－４の生体情報計測装置で用いるサポーターの外観図である。
【図２４】変形例２－４の生体情報計測装置の装着例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下に、本発明に係る携帯型の生体情報計測装置の各種実施形態を、図面を参照しなが
ら詳細に説明する。
【００２４】
＜第１の実施形態＞
　第１の実施形態では、本発明の生体情報計測装置の基本構成について説明する。
［基本構成］
　図１（ａ）及び（ｂ）に、第１の実施形態に係る生体情報計測装置の基本構成を示す。
なお、図１（ａ）は、生体情報計測装置の側面図であり、図１（ｂ）は、図１（ａ）中の
Ａ－Ａ断面図である。
【００２５】
　本実施形態の生体情報計測装置１は、装着ベルト２と、圧電素子３と圧力センサ４を備
える。なお、圧電素子３と圧力センサ４は、装着ベルト２に内蔵される。また、生体情報
計測装置１は、図１（ａ）及び（ｂ）には示さないが、後述するように、加速度センサ、
操作部、電池、無線デバイス、アンテナ、情報処理部、記憶部、及び、ＣＰＵ（Central 
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Processing Unit）を備える（後述の図４参照）。
　装着ベルト２は、リング状（筒状）の第１ベルト部２ａと、その内周側に設けられたリ
ング状の第２ベルト部２ｂとで構成される。第１ベルト部２ａ及び第２ベルト部２ｂは、
ともに、例えばゴム、布製ゴム等の弾力性及びフレキシブル性を有する材料で形成される
。
　なお、本実施形態では、利用者に応じて脈拍の出やすさが異なるので、利用者に適した
弾性力を有する装着ベルト２を用いる。具体的には、生体情報計測装置１を装着した際に
、利用者に対して最適な締め付け圧力が得られるように装着ベルト２の形成材料、径、幅
及び厚さを適宜選択する。
【００２６】
　例えば、脈拍が出にくい利用者であれば、締め付け圧力の比較的大きな（例えば、約３
０～６０ｈＰａ程度）装着ベルト２を用い、脈拍が出やすい一般の利用者であれば、締め
付け圧力の比較的小さな（例えば、約２０～３０ｈＰａ程度）装着ベルト２を用いる。た
だし、装着ベルト２の締め付け圧力が強すぎると、利用者に不快感を与えたり、血流が悪
くなったりするので、これらの症状と、脈拍の検出精度とを考慮して、装着ベルト２の形
成材料、径、幅及び厚さを適宜選択し、装着ベルト２の締め付け圧力を調整する。
【００２７】
　なお、現在、一般市場で女性向けに販売されている美脚用の締め付けストッキング・タ
イツにおける足首やふくらはぎ、大腿部にかかる締め付け圧力は約２０～４０ｈＰａ程度
であり、上記例示した本実施形態の装着ベルト２の締め付け圧力と同程度である。すなわ
ち、上記例示した本実施形態の装着ベルト２の締め付け圧力の程度であれば、利用者に不
快感や違和感を与えることなく、生体情報計測装置１を長期間継続して装着することがで
きる。
【００２８】
　圧電素子３は、装着ベルト２の周回方向（巻きつけ方向）に延在するシート状の圧電素
子で構成される。ここで、図２に、圧電素子３の概略側面図を示す。圧電素子３は、圧電
シート３ａと、その上面及び下面にそれぞれ形成された上電極３ｂ及び下電極３ｃとで構
成される。
【００２９】
　本実施形態では、圧電シート３ａを、その延在方向（圧電素子３の面内方向）に、寸法
（形状）が収縮または伸張した際に、圧電シート３ａの厚さ方向に電圧（電界）が発生す
る圧電材料で形成する。すなわち、本実施形態では、変形モードが、電圧発生方向と寸法
の変形方向とで直交するｄ３１モードとなる圧電シート３ａを用い、この変形特性を利用
して脈拍を計測する。なお、この変形モードを利用した脈拍の計測原理については後で詳
述する。
【００３０】
　上述のような特性を有する圧電シート３ａの形成材料としては、高分子圧電フィルムを
用いることができ、例えば、ポリフッ化ビニリデン（PVDF：PolyVinylidene DiFluoride
）等の強誘電体材料等を用いることができる。例えば、圧電シート３ａの形成材料として
ＰＶＤＦを用いた場合には、ＰＶＤＦの一軸延伸フィルムに対して所定の分極処理を行う
ことにより、主たる変形モードがｄ３１モードとなるように調整することができる。また
、圧電シート３ａの厚さは、例えば、必要とする脈拍の計測精度等に応じて適宜設定され
るが、例えば数十～１００μｍ程度にすることができる。
【００３１】
　また、上電極３ｂ及び下電極３ｃは、圧電シート３ａのそれぞれ上面及び下面の略全域
に亘って形成される。また、上電極３ｂ及び下電極３ｃには、例えば銀（Ａｇ）等の金属
材料を用いることができる。ただし、本発明はこれに限定されず、各電極の形成材料とし
ては、任意の導電性材料を用いることができ、例えば用途及び使用環境等に応じて適宜選
択される。
【００３２】
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　なお、上電極３ｂ及び下電極３ｃは、装着ベルト２に内蔵された後述のＣＰＵ（Centra
l Processing Unit）に接続され、脈拍計測時に圧電シート３ａで発生した電圧信号は、
上電極３ｂ及び下電極３ｃを介してＣＰＵに出力される。
【００３３】
　また、図１（ｂ）に示す例では、圧電素子３の延在長さを装着ベルト２の周回方向の長
さの約１／３程度とするが、本発明はこれに限定されない。圧電素子３の延在長さは、例
えば、必要とする脈拍の検出精度に応じて適宜設定される。さらに、装着ベルト２内には
上述した各種回路素子（例えば、ＣＰＵ、情報処理部、加速度センサ、無線デバイス等）
が設けられるので、圧電素子３の延在長さは、それらの各種回路素子の占有面積等も考慮
して適宜設定される。
【００３４】
　図３は、利用者の脈圧を検知するための圧力センサ４の一例の実施形態（概略側面図）
を示すものである。図３（ａ）は圧力がかかっていない状態を示すものである。構造を簡
単に説明すると、電極とカーボンシートの間に絶縁体であるスペーサが配置され、圧力が
かかっていなければ、電極とカーボンシートは離れているので、両者の間の電気的抵抗値
（以下、単に抵抗値という。）は無限大となる。次に、図３（ｂ）は電極の上面に沿って
圧力がかかった場合を示しており、電極とカーボンシートが圧力によって接触することに
より、抵抗値は小さくなる。図３（ｃ）はさらに大きな圧力がかかった場合を示しており
、図３（ｂ）の場合よりも接触面積が増えるため、抵抗値は更に小さくなる。このような
性質を利用し、加えられる圧力（絶対値）と、そのときの抵抗値の関係を予め測定して記
憶しておけば、圧力センサ４の抵抗値を測定することにより、装着ベルト２の押し付け圧
を検出することができる。また、脈拍の１拍分（１周期）の間の抵抗値変化分（抵抗値の
最大値－最小値）を圧力値に換算したものが脈圧となる。なお、抵抗値を検出するかわり
に、この圧力センサ４に定電流を流して電圧として検出してもよいし、定電圧を印加して
電流を検出してもよいことは言うまでもない。
　また、圧力センサの実施形態としては、高分子圧膜フィルム素子を利用したインターリ
ンク株式会社（Interlink Electronics Inc.）の圧力センサーＦＳＲ４００シリーズが利
用可能である。
【００３５】
　本実施形態では、図１（ｂ）に示すように、圧電素子３及び圧力センサ４を装着ベルト
２の第１ベルト部２ａ及び第２ベルト部２ｂ間に挟み込むことにより、圧電素子３及び圧
力センサ４を装着ベルト２内に固定する。なお、図１（ｂ）では、生体情報計測装置１の
全体形状、及び装着ベルト２内の圧電素子３及び圧力センサ等の取り付け位置をより明確
にするため、圧電素子３及び圧力センサ等が配置されていない第１ベルト部２ａ及び第２
ベルト部２ｂ間の領域には隙間があるように記載している。しかしながら、実際には、こ
の領域では、第１ベルト部２ａ及び第２ベルト部２ｂが密着している。
【００３６】
　また、本実施形態では、圧電素子３、圧力センサ４及びその他の各種回路素子を、装着
ベルト２の内側に挟む形で内蔵する構成を説明したが、本発明はこれに限定されない。圧
電素子３、圧力センサ４及びその他の各種回路素子を、例えば、装着ベルト２の外周側又
は内周側の表面に配置してもよい。この場合、上述した第１ベルト部２ａ及び第２ベルト
部２ｂの一方だけで装着ベルト２を構成することができ、構成がより簡易になる。
【００３７】
［生体情報計測装置の回路ブロック構成］
　図４に、生体情報計測装置１の信号処理系の回路ブロック構成を示す。生体情報計測装
置１の信号処理系は、上述した圧電素子３及び圧力センサ４と、加速度センサ５と、操作
部６と、電池７（電源部）と、無線デバイス８と、アンテナ９と、記憶部１０と、情報処
理部１１と、ＣＰＵ１２（制御部）とを備える。
【００３８】
　なお、加速度センサ５、操作部６、電池７、無線デバイス８、アンテナ９、記憶部１０
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、情報処理部１１及びＣＰＵ１２は、装着ベルト２内に取り付けられる。また、操作部６
は、外部から操作可能となるように、装着ベルト２に取り付けられる。なお、操作部６の
取り付け位置は、操作性を考慮して設定される。各部の構成及び機能は、次の通りである
。
【００３９】
　加速度センサ５は、３次元加速度センサで構成し、主に、利用者の動きを検出する。ま
た、加速度センサ５は、ＣＰＵ１２に接続され、検出した信号（アナログ信号）をＣＰＵ
１２に出力する。この検出信号は、利用者が静止状態（装着した四肢が動いていない状態
）にあるか否かを判定するために用いられる。また、本実施形態では、加速度センサ５の
検出信号を継続して監視することにより、利用者の運動量や運動強度の時系列変化もモニ
タすることができる。
【００４０】
　なお、加速度センサ５としては、利用者が静止状態にあるか否かを検出できる程度の精
度を有し、かつ、装着ベルト２内に埋め込むことができる程度のサイズ及び重量を有する
３次元加速度センサであれば、任意の加速度センサを用いることができる。
【００４１】
　操作部６は、例えば、ボタン等の操作子で構成される。操作部６は、利用者が操作部６
に対して例えば生体情報計測装置１の電源ＯＮ／ＯＦＦ操作や計測データの送信操作など
の所定操作を行った際に、その所定操作に対応する信号（操作信号）を生成する。また、
操作部６は、ＣＰＵ１２に接続され、生成した操作信号をＣＰＵ１２に出力する。
【００４２】
　電池７は、ＣＰＵ１２の駆動電源であり、例えばボタン型の電池等で構成される。なお
、電池７を例えば後述のような非接触で充電可能な２次電池等で構成してもよい。
【００４３】
　無線デバイス８は、外部の例えばパーソナルコンピュータ等の情報処理装置に脈拍及び
脈圧の計測データを、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等の方式で無線送信する際
に、計測データに対して例えば変調処理等の所定の処理を施す。そして、無線デバイス８
は、アンテナ９に接続され、所定の処理が施された脈拍及び脈圧の計測データを、アンテ
ナ９を介して、外部の情報処理装置に送信する。
【００４４】
　記憶部１０は、ＣＰＵ１２に接続され、ＣＰＵ１２で取得した脈拍の計測データや、前
述の圧力センサ４の抵抗値と圧力（絶対値）との関係を予め記録したデータを記憶する。
なお、記憶部１０は、例えば、フラッシュメモリのような不揮発性半導体メモリ等で構成
される。
【００４５】
　情報処理部１１は、圧電素子３で計測した脈拍に、圧力センサ４で計測した脈圧を乗じ
て心仕事量を計算したり、図示しない時計機能で計測した時間のデータを利用し、所定の
時間（たとえば、１分間、３分間、５分間、１０分間、３０分間、６０分間等）の安静時
間（上記圧電素子が振り切れないデータ推移状況）と安静時における脈波を抽出し、安静
時間比率、安静時間内脈波抽出比率及び抽出脈波の平均間隔と平均振幅、平均脈波時系列
パターンから区分時間の平均脈拍、平均脈圧、平均脈波パターン等を計算するものであり
、ハードウェアで構成した回路でもよいし、プログラム等のソフトウェアでもよい。
　また、前記心仕事量を計算するのに、平均脈拍と平均脈圧を用いてもよい。
　ＣＰＵ１２は、生体情報計測装置１の動作全般を制御する制御装置及び演算処理装置で
ある。また、ＣＰＵ１２は、脈拍及び脈圧の計測データの取得、記憶及び出力動作を行う
。
【００４６】
　なお、本実施形態では、情報処理部１１において、取得した脈拍の計測データから、所
定期間における脈拍の平均値、最大値、最小値、データ取得率等を算出（データ解析）す
るようにしてもよい。
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【００４７】
　また、本実施形態では、ＣＰＵ１２は、取得及び／又は解析した脈拍及び脈圧データを
、無線デバイス８及びアンテナ９からなる通信デバイスを介して外部の情報処理装置に送
信することができる。これらの脈拍及び脈圧データは、圧電素子３で発生する電圧信号及
び圧力センサ４で検出する出力信号（抵抗値、電圧又は電流）を取得する度（リアルタイ
ム）に外部の情報処理装置に送信するようにしてもよいし、定期的に送信するようにして
もよい。また、取得した脈拍及び脈圧データを外部の情報処理装置に送信する場合、上述
した脈拍及び脈圧データのデータ解析は、外部の情報処理装置で行ってもよい。
【００４８】
　さらに、本実施形態では、圧電素子３、圧力センサ４及び加速度センサ５からＣＰＵ１
２に入力される計測データはアナログデータであるので、ＣＰＵ１２は、入力されるアナ
ログデータをデジタルデータに変換するＡＤ（Analog-to-Digital）変換機能を備える。
ただし、入力されるアナログデータを直接、外部の情報処理装置等に送信する場合には、
ＡＤ変換機能を備えなくてもよい。
【００４９】
　本実施形態では、生体情報計測装置１の装着期間中、ＣＰＵ１２は、連続して圧電素子
３で発生する電圧信号（計測データ）及び圧力センサ４からの出力信号を取得してもよい
。しかしながら、脈拍及び脈圧計測中に利用者が何らかの動作（例えば運動、会話等）を
行うと、圧電素子３で発生する電圧信号及び圧力センサ４からの出力信号には脈拍及び脈
圧信号成分だけでなく様々なノイズ成分が含まれ、精度良く脈拍及び脈圧信号成分を検出
することが困難になる。
【００５０】
　それゆえ、本実施形態では、ＣＰＵ１２は、加速度センサ５の出力信号に基づいて、利
用者が静止状態（装着した四肢が動いていない状態）にあるか否かを判定し、利用者が静
止状態にあると判断されたときのみ、圧電素子３から電圧信号及び圧力センサ４からの出
力信号を取得する。すなわち、本実施形態では、ＣＰＵ１２は、利用者が静止状態にある
ときのみ、自動的に圧電素子３から電圧信号及び圧力センサ４からの出力信号を取得する
。この場合、取得した電圧信号及び圧力センサ４からの出力信号に含まれるノイズ成分は
少なくなり、脈拍及び脈圧信号成分を精度良く検出することができる。
【００５１】
　なお、通常の日常生活では、一般的に３分間に数秒以上は静止状態がある。それゆえ、
本実施形態の生体情報計測装置１において、利用者が静止状態にあるときのみ、自動的に
圧電素子３からの電圧信号及び圧力センサ４からの出力信号をＣＰＵ１２で取得した場合
、１日当たり、４８０区分の脈拍の統計的な計測データ（平均、最大、最小、データ収集
率）を得ることができる。この場合、各区分のデータを連続的に取得できると共に取得す
るデータ量がより少なくなり、データ解析の処理量も小さくすることができる。
【００５２】
　また、生体情報計測装置１の装着期間中、圧電素子３から電圧信号及び圧力センサ４か
らの出力信号を連続して取得する場合、ＣＰＵ１２は、同時に、装着期間中に加速度セン
サ５の検出信号も連続して取得することが好ましい。この場合、取得した加速度センサ５
の検出信号の時系列の特性から静止状態にある期間を特定することができ、圧電素子３か
ら取得した電圧信号及び圧力センサ４からの出力信号の時系列データから特定された静止
状態期間のデータを抽出して、脈拍及び脈圧データを解析することができる。この場合も
、解析に用いる電圧信号及び出力信号に含まれるノイズ成分は少なくなり、脈拍及び脈圧
信号成分を精度良く検出することができる。
【００５３】
［生体情報計測装置の装着例］
　図５に、生体情報計測装置１の装着例を示す。なお、図５では、生体情報計測装置１を
手首に装着する例を示す。ただし、本実施形態の生体情報計測装置１は、人間の手首（橈
骨動脈上、尺骨動脈上）だけでなく、上腕部（上腕動脈上）、足首（後脛骨上）、膝（膝
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窩動脈上）、又は、足の表裏（足背動脈上）にも同様に装着可能である。
【００５４】
　生体情報計測装置１を手首に装着する際には、生体情報計測装置１の装着ベルト２の開
口部に指先から手を入れ、その後、生体情報計測装置１を手首の所定位置までずらす。す
なわち、例えば、スポーツ時にリストバンドを手首に装着する際の動作と同じ要領で生体
情報計測装置１を手首に装着する。
【００５５】
　この際、図５に示すように、手首のくるぶし１００（豆状骨）より、腕の付け根側に生
体情報計測装置１を装着することが好ましい。このように、生体情報計測装置１で手首の
くるぶし１００を覆わないようにすることにより、生体情報計測装置１の装着箇所の手首
全体に渡って、均一な締め付け圧力を与えることができる。この結果、脈拍及び脈圧の検
出精度を向上させることができる。
【００５６】
［脈拍の計測原理］
　次に、本実施形態の生体情報計測装置１における脈拍及び脈圧の計測原理を、図６を参
照しながら説明する。
【００５７】
　生体情報計測装置１を四肢のいずれかに装着した状態で脈拍が発生すると、生体情報計
測装置１は、その開口部の中心軸ＣＸに対して半径方向（図６中の矢印Ａ１方向）に膨張
する。これにより、生体情報計測装置１内の圧電素子３は、装着ベルト２の周回方向（図
６中の矢印Ａ２方向）に引っ張られ伸張する。本実施形態では、圧電素子３に用いる圧電
シートを、その延在方向に収縮または伸張した際に、圧電シートの厚さ方向に電圧（電界
）が発生する圧電材料で形成している。それゆえ、圧電素子３が装着ベルト２の周回方向
（図６中の矢印Ａ２方向）に伸張した際には、圧電素子３の厚さ方向に電圧が発生する（
電圧が上昇する）。また、この時、圧力センサ４にかかる圧力が増えるので、圧力センサ
の抵抗値が変化（下がる）し、それに応じた圧力の絶対値が計測される。
【００５８】
　その後、脈拍が無くなると、生体情報計測装置１の圧電素子３及び圧力センサ４は、元
の形状に戻り、圧電素子３の厚さ方向の電圧も低下するとともに、圧力センサ４の抵抗値
が増える。生体情報計測装置１を四肢のいずれかに装着した状態では、脈拍の周期で、上
述した圧電素子３の厚さ方向の電圧変動及び圧力センサ４の出力信号変化が繰り返される
。
【００５９】
　すなわち、本実施形態の生体情報計測装置１では、脈拍の周期に対応する周期で電圧が
最大値（ピーク）となる波形の電圧信号が圧電素子３から出力される。それと同時に、圧
力センサ４からの出力信号も取得される。本実施形態では、このようにして脈拍及び脈圧
を計測する。ここで、図７（ａ）～（ｃ）に、実際に計測される脈拍データの一例を示す
。
【００６０】
　図７（ａ）は、利用者が静止状態にあるときに圧電素子３から検出される電圧信号（脈
波信号）の特性図である。なお、図７（ａ）中の特性の横軸は時間であり、縦軸は電圧で
ある。図７（ａ）から明らかなように、圧電素子３から出力される電圧信号（脈波信号）
では、所定間隔（脈波ピーク間隔Δｐ）で電圧のピークが現れる。この電圧のピークが脈
拍発生時のタイミングに対応する。
【００６１】
　図７（ｂ）は、脈波ピーク間隔Δｐ（脈周期）の１日単位の変化を示す特性図である。
なお、図７（ｂ）中の特性の横軸は時刻であり、縦軸は脈波ピーク間隔Δｐの１分間当た
りの平均値である。図７（ｂ）から明らかなように、本実施形態の生体情報計測装置１を
１日装着して、脈波ピーク間隔Δｐ（脈周期）の変化を測定すると、例えば昼間、活動し
ている間（例えば１０時から１８時）は脈泊が早くなる（脈波ピーク間隔Δｐが小さくな
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る）。一方、夜間、睡眠中（例えば２３時から６時）は、脈拍が遅くなる（脈波ピーク間
隔Δｐが大きくなる）という結果が得られる。すなわち、本実施形態の生体情報計測装置
１では、従来から知られている日常生活の１日単位のバイオリズムを精度良く計測できる
ことが分かる。
 
【００６２】
　また、図７（ｃ）は、脈波ピーク間隔Δｐ（脈周期）の１週間単位の変化を示す特性図
である。なお、図７（ｃ）中の特性の横軸は曜日（時刻）であり、縦軸は脈波ピーク間隔
Δｐの１分間当たりの平均値である。図７（ｃ）から明らかなように、本実施形態の生体
情報計測装置１を１週間装着して、脈波ピーク間隔Δｐの変化を測定すると、図７（ｂ）
に示す１日単位の脈波ピーク間隔Δｐの変化が、日毎に繰り返された結果（図７（ｃ）中
の太実線）が得られる。すなわち、本実施形態の生体情報計測装置１では、１週間単位の
バイオリズムも精度良く計測できることが分かる。
【００６３】
　なお、本実施形態の生体情報計測装置１において、図７（ａ）に示す電圧のピーク値は
、利用者毎により変動する。それゆえ、本実施形態では、電圧のピーク値の利用者毎のば
らつきを低減するために、図７（ａ）に示す電圧信号の電圧値を所定の基準値で正規化し
てもよい。この場合、具体的には、利用者が、まず、生体情報計測装置１を四肢のいずれ
かに装着した際（初期状態）に、力を抜いた状態（静止状態）で脈拍計測を行う。次いで
、この状態の計測データを基準値（正常値）とし、この基準値に基づいて、その後に計測
される脈拍データを正規化する。
【００６４】
　上述のように、本実施形態では、生体情報計測装置１を長期間継続して装着することが
でき、さらに、図７（ａ）～（ｃ）に示すように、長期間、精度良く脈拍変化も監視する
ことができる。それゆえ、本実施形態では、日常のバイオリズムや健康状況を長期間継続
して監視することができるので、本実施形態の生体情報計測装置１は、予防医療のツール
として用いることができる。
【００６５】
　また、本実施形態の生体情報計測装置１は、加速度センサ５を備え、利用者の動作を監
視することができる。それゆえ、本実施形態では、利用者に与えられる運動量や運動強度
の変化特性も長期間監視することができる。それゆえ、本実施形態では、利用者の健康状
態をより詳細に監視することができ、例えば、運動負荷による不整脈の早期発見も可能に
なる。
【００６６】
　さらに、本実施形態の生体情報計測装置１では、圧電素子３の延在方向（装着ベルト２
の周回方向）の伸縮により変化する圧電素子３の厚さ方向の電圧信号の特性により脈拍を
検出する。それゆえ、本実施形態では、圧電素子３が動脈上に配置されていなくても（血
管から直接、圧力が印加されなくても）精度よく脈拍を計測することができる。すなわち
、本実施形態では、生体情報計測装置１を装着する際の圧電素子３の位置合わせが不要で
あり、また、脈拍計測中に生体情報計測装置１がずれても、脈拍を確実に計測することが
できる。
【００６７】
　また、本実施形態の生体情報計測装置１は、装着ベルト２を利用者の四肢のいずれかに
巻き付けるだけの簡易な構成であるので、利用者に不快感や違和感を与えることなく、生
体情報計測装置１をより長期間継続して装着することができる。すなわち、本実施形態で
は、非常に携帯性に優れた生体情報計測装置１を提供することができる。
【００６８】
＜第２の実施形態＞
　図８（ａ）及び（ｂ）に、第２の実施形態に係る生体情報計測装置２０の概略構成を示
す。図８（ａ）は、生体情報計測装置２０の概略断面図であり、図８（ｂ）は、図８（ａ
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）中の矢印Ｂの方向から見た生体情報計測装置２０の上面図である。また、図９に、第２
の実施形態の生体情報計測装置２０の信号処理系の回路ブロック構成を示す。なお、図８
（ａ）及び（ｂ）、並びに、図９に示す生体情報計測装置２０の構成において、図１（ａ
）及び（ｂ）、並びに、図４に示す上記第１の実施形態の生体情報計測装置１の構成と同
様の構成には、同じ符号を付して示す。
【００６９】
　本実施形態の生体情報計測装置２０は、図８（ａ）及び（ｂ）に示すように、装着ベル
ト２と、圧電素子３と、圧力センサ４と、表示部２２とを備える。さらに、生体情報計測
装置２０は、図９に示すように、加速度センサ５と、操作部６と、電池７と、無線デバイ
ス８と、アンテナ９と、記憶部１０と、情報処理部１１と、ＣＰＵ２１とを備える。
【００７０】
　なお、圧電素子３、圧力センサ４、加速度センサ５、操作部６、電池７、無線デバイス
８、アンテナ９、記憶部１０、情報処理部１１及びＣＰＵ２１は、上記第１の実施形態と
同様に、装着ベルト２内に取り付けられる。また、操作部６は、上記第１の実施形態と同
様に、外部から操作可能となるように装着ベルト２に取り付けられる。さらに、表示部２
２は、装着ベルト２の一部に取り付けられ、情報表示画面が利用者から見やすくなるよう
な位置に配置される。
【００７１】
　図８（ａ）及び（ｂ）、並びに、図９に示す生体情報計測装置２０の構成と、図１（ａ
）及び（ｂ）、並びに、図４に示す上記第１の実施形態の生体情報計測装置１の構成との
比較から明らかなように、本実施形態の生体情報計測装置２０は、上記第１の実施形態の
生体情報計測装置１において、表示部２２を追加した構成となる。本実施形態では、表示
部２２を追加したこと及びＣＰＵ１２に表示部２２の制御機能を追加したこと以外の構成
は、上記第１の実施形態と同様であるので、ここでは、ＣＰＵ２１及び表示部２２につい
てのみ説明する。
【００７２】
　ＣＰＵ２１は、上記第１の実施形態と同様に、生体情報計測装置２０の動作全般を制御
する制御装置及び演算処理装置であり、脈拍の計測データの取得、脈圧の計測データの取
得、情報処理／記憶及び出力動作を行う。また、本実施形態では、ＣＰＵ２１は、さらに
表示部２２に接続され、例えば、リアルタイムの脈拍・脈圧関連計測データおよび脈拍・
脈圧計測動作のＯＮ／ＯＦＦ状態、計測時間、計測データの送信状況等の脈拍・脈圧の計
測状況に関する情報を表示部２２に出力する。
【００７３】
　表示部２２は、例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Liquid Crystal Display）等の表
示機器で構成される。表示部２２は、ＣＰＵ２１から入力された脈拍・脈圧の計測状況に
関する情報を表示する。
【００７４】
　上述のように、本実施形態の生体情報計測装置２０は、表示部２２を追加したこと、及
び、ＣＰＵ１２に表示部２２の制御機能を追加したこと以外は、上記第１の実施形態の生
体情報計測装置１と同様の構成である。また、本実施形態では、上記第１の実施形態の生
体情報計測装置１と同様にして脈拍・脈圧を計測することができる。それゆえ、本実施形
態においても、上記第１の実施形態と同様の効果が得られる。
【００７５】
　さらに、本実施形態では、表示部２２を介して脈拍・脈圧の計測状況に関する情報を利
用者に提供することができるので、使用時の利便性を向上させることができる。
【００７６】
＜第３の実施形態＞
　上記第１及び第２の実施形態では、生体情報計測装置に対して防水対策を施していない
ので、例えば、入浴時等には、生体情報計測装置を外す必要がある。そこで、本実施形態
では、防水機能を備える生体情報計測装置の構成例を説明する。



(13) JP 6078753 B2 2017.2.15

10

20

30

40

50

【００７７】
　図１０に、第３の実施形態に係る生体情報計測装置の信号処理系の回路ブロック構成を
示す。なお、図１０に示す生体情報計測装置３０の構成において、図４に示す上記第１の
実施形態の生体情報計測装置１の構成と同様の構成には、同じ符号を付して示す。また、
本実施形態の生体情報計測装置３０の外観構成は、上記第１の実施形態（図１（ａ）及び
（ｂ））と同様であるので、ここでは、その図示は省略する。
【００７８】
　本実施形態の生体情報計測装置３０は、圧電素子３と、圧力センサ４と、加速度センサ
５と、操作部６と、無線デバイス８と、アンテナ９と、記憶部１０と、情報処理部１１と
、ＣＰＵ３１と、電源部３２と、防水部材３６（防水封止部材）とを備える。なお、加速
度センサ５、操作部６、無線デバイス８、アンテナ９、記憶部１０、情報処理部１１、Ｃ
ＰＵ３１、及び、電源部３２は、装着ベルト２内に取り付けられる。ただし、操作部６は
、上記第１の実施形態と同様に、外部から操作可能となるように装着ベルト２に取り付け
られる。
【００７９】
　そして、本実施形態では、圧電素子３及び圧力センサ４以外の各部を防水部材３６で封
止し、防水対策を施す。防水部材３６としては、例えば、防水樹脂材料を用いることがで
きる。なお、防水樹脂材料で圧電素子３及び圧力センサ４も封止すると、防水部材３６が
圧電素子３及び圧力センサ４の伸縮の妨げとなり、脈拍・脈圧の検出精度が低下するおそ
れがあるので、本実施形態では、圧電素子３及び圧力センサ４以外の各部を防水部材３６
で封止する。
【００８０】
　また、本実施形態では、ＣＰＵ３１の駆動電源を防水部材３６で封止するので、電池交
換はできない。それゆえ、本実施形態では、ＣＰＵ３１の電源部３２を、２次電池３３、
充電回路３４、及び、非接触充電コイル３５で構成し、外部から非接触で充電可能な電源
構成とする。本実施形態では、外部から電磁誘導作用により非接触充電コイル３５に電力
を励起し、その励起した電力を、充電回路３４を介して２次電池３３に充電する。
【００８１】
　上述のように、本実施形態の生体情報計測装置３０において、防水部材３６を設けたこ
と、及び、ＣＰＵ３１の駆動電源を非接触で充電可能な電源部３２で構成したこと以外の
構成は、上記第１の実施形態と同様である。また、本実施形態では、上記第１の実施形態
の生体情報計測装置１と同様にして脈拍・脈圧を計測することができる。それゆえ、本実
施形態では、上記第１の実施形態と同様の効果が得られる。
【００８２】
　さらに、本実施形態では、防水対策を施したので、例えば、入浴時等においても、生体
情報計測装置３０を装着して脈拍・脈圧計測を行うことができる。それゆえ、本実施形態
では、より詳細に、日常の健康状況を監視することができる。
【００８３】
　なお、本実施形態では、さらに、上記第２の実施形態で説明した表示部２２を備える構
成にしてもよい。この場合には、使用時の利便性をさらに向上させることができる。
【００８４】
＜第４の実施形態＞
　上記第１～第３の実施形態では、圧電素子３及び圧力センサ４を用いて脈拍・脈圧を計
測する生体情報計測装置を説明したが、上記各種実施形態で用いた圧電素子３は、その厚
さ方向の容量が温度により変化するという特徴を有する。すなわち、上述した圧電素子３
では、脈拍だけでなく、体温も計測可能である。そこで、第４の実施形態では、上述した
圧電素子３を用いて、脈拍に加えて体温も計測可能とする携帯型の生体情報計測装置の構
成例について説明する。
【００８５】
［生体情報計測装置の構成］
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　図１１に、第４の実施形態に係る生体情報計測装置の信号処理系の回路ブロック構成を
示す。なお、図１１に示す生体情報計測装置４０の構成において、図４に示す上記第１の
実施形態の生体情報計測装置１の構成と同様の構成には、同じ符号を付して示す。また、
本実施形態の生体情報計測装置４０の外観構成は、上記第１の実施形態（図１（ａ）及び
（ｂ））と同様であるので、ここでは、その図示は省略する。
【００８６】
　本実施形態の生体情報計測装置４０は、圧電素子３と、圧力センサ４と、加速度センサ
５と、操作部６と、電池７と、無線デバイス８と、アンテナ９と、記憶部１０と、情報処
理部１１と、ＣＰＵ４１と、抵抗４２（定抵抗素子）とを備える。なお、加速度センサ５
、操作部６、電池７、無線デバイス８、アンテナ９、記憶部１０、情報処理部１１、ＣＰ
Ｕ４１、及び、抵抗４２は、装着ベルト２内に取り付けられる。また、操作部６は、上記
第１の実施形態と同様に、外部から操作可能となるように装着ベルト２に取り付けられる
。
【００８７】
　図１１に示す生体情報計測装置４０の構成と、図４に示す上記第１の実施形態の生体情
報計測装置１の構成との比較から明らかなように、本実施形態の生体情報計測装置４０は
、上記第１の実施形態の生体情報計測装置１において、ＣＰＵ１２及び圧電素子３間に、
さらに、抵抗４２を追加した構成となる。また、本実施形態では、ＣＰＵ４１に体温の演
算機能を追加した。本実施形態の生体情報計測装置４０において、抵抗４２を追加したこ
と、及び、ＣＰＵ４１に体温の演算機能を追加したこと以外の構成は、上記第１の実施形
態と同様であるので、ここでは、主に、ＣＰＵ４１及び抵抗４２の構成及び機能について
のみ説明する。
【００８８】
　ＣＰＵ４１は、上記第１の実施形態と同様に、生体情報計測装置４０の動作全般を制御
する制御装置及び演算処理装置である。また、本実施形態では、ＣＰＵ４１は、圧電素子
３との接続端子を２つ有し、一方の接続端子が第１信号線ＳＬ１を介して圧電素子３の出
力端子に直接接続され、他方の接続端子が第２信号線ＳＬ２を介して抵抗４２に接続され
る。
【００８９】
　また、本実施形態では、ＣＰＵ４１は、生体情報の計測モードを、脈拍計測モード及び
体温計測モード間で切り換える機能を有し、時分割で脈拍及び体温を計測する。すなわち
、本実施形態では、脈拍及び体温を別のタイミングで計測する。なお、脈拍計測モード及
び体温計測モードの各計測期間、並びに、各モードの切替周期は、例えば、用途等に応じ
て適宜設定される。
【００９０】
　抵抗４２は、体温を計測するために設けた抵抗素子であり、抵抗値一定の抵抗素子であ
る。本実施形態では、抵抗４２を、ＣＰＵ４１及び圧電素子３間を直接繋ぐ第１信号線Ｓ
Ｌ１に対して並列に接続する。具体的には、抵抗４２の一方の端子を圧電素子３に接続し
、他方の端子をＣＰＵ４１の上記他方の接続端子に接続する。
【００９１】
　図１２に、本実施形態の生体情報計測装置４０におけるＣＰＵ４１と圧電素子３との、
より具体的な接続関係を示す。本実施形態では、ＣＰＵ４１の一方の接続端子は第１信号
線ＳＬ１を介して圧電素子３の上電極３ｂに直接接続され、他方の接続端子は途中に抵抗
４２が設けられた第２信号線ＳＬ２を介して圧電素子３の上電極３ｂに接続される。なお
、本実施形態では、圧電素子３の下電極３ｃを接地する。
【００９２】
［生体情報の計測手法］
（１）脈拍の計測手法
　最初に、本実施形態の生体情報計測装置４０における脈拍の計測手法について説明する
。まず、ＣＰＵ４１は、生体情報の計測モードを脈拍計測モードに設定する。この際、Ｃ
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ＰＵ４１は、第１信号線ＳＬ１のみを導通状態にする。次いで、ＣＰＵ４１は、上記第１
の実施形態と同様にして、圧電素子３で発生する電圧信号（図６（ａ））を第１信号線Ｓ
Ｌ１を介して取得し、該取得した電圧信号に基づいて脈拍測定を行う。
【００９３】
（２）体温の計測原理及び計測手法
　次に、本実施形態の生体情報計測装置４０における体温の計測原理及び計測手法を、図
１３及び図１４を参照しながら説明する。なお、図１３は、図１２に示すＣＰＵ４１及び
圧電素子３間の接続回路部の等価回路図、すなわち、体温計測に関連する回路部の等価回
路図である。また、図１４（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ、体温計測時にＣＰＵ４１から
抵抗４２に出力する電圧パルス信号Ｖａ、及び、圧電素子３から出力される応答信号Ｖｂ
の波形図であり、各波形の横軸は時間ｔであり、縦軸は電圧である。
　圧電素子３は、上述のように温度Ｔにより、その厚さ方向の静電容量が変化するので、
圧電素子３は可変容量コンデンサＣ（Ｔ）として表すことができる。それゆえ、ＣＰＵ４
１から第２信号線ＳＬ２を介して圧電素子３に至る回路部の等価回路では、図１３に示す
ように、抵抗４２（抵抗値Ｒ：一定）及び可変容量コンデンサＣ（Ｔ）からなる積分回路
が構成される。
【００９４】
　本実施形態において体温を計測する際には、まず、ＣＰＵ４１は、生体情報の計測モー
ドを体温計測モードに設定する。この際、ＣＰＵ４１は、第１信号線ＳＬ１及び第２信号
線ＳＬ２の両方を導通状態にする。
【００９５】
　次いで、ＣＰＵ４１は、図１４（ａ）に示すような所定の周期及び振幅を有する矩形状
の電圧パルス信号Ｖａを第２信号線ＳＬ２に出力する。すなわち、ＣＰＵ４１は、矩形状
の電圧パルス信号Ｖａを抵抗４２及び可変容量コンデンサＣ（Ｔ）からなる積分回路に出
力する。
【００９６】
　次いで、ＣＰＵ４１は、第１信号線ＳＬ１を介して圧電素子３で発生する電圧信号の応
答特性（応答信号Ｖｂ）を取得する。この際、ＣＰＵ４１で得られる応答信号Ｖｂの波形
では、図１４（ｂ）に示すように、ハイレベル及びロウレベル間の遷移期間（立ち上がり
期間及び立下り期間）の傾きが緩やかになる。
【００９７】
　いま、電圧パルス信号Ｖａの振幅をＶとすると、この遷移期間Δｔにおける応答信号Ｖ
ｂの変化は、Ｖｂ＝Ｖ・｛１－ｅｘｐ［－ｔ／（Ｒ・Ｃ（Ｔ））］｝で表され、遷移期間
Δｔは、積分回路の時定数Ｒ・Ｃ（Ｔ）により変化する。それゆえ、体温が変化して圧電
素子３の容量Ｃ（Ｔ）が変化すると、応答信号Ｖｂの遷移期間Δｔが変化する。
【００９８】
　そこで、本実施形態では、矩形状の電圧パルス信号Ｖａを抵抗４２を介して圧電素子３
に印加した際に圧電素子３から出力される応答信号Ｖｂの遷移期間Δｔと、体温との関係
を示すデータ（体温参照データ）を測定し、その体温参照データを例えば記憶部１０等に
格納しておく。
【００９９】
　そして、体温計測時に、ＣＰＵ４１は、圧電素子３から出力される応答信号Ｖｂの時間
変化をモニタし、ハイレベル及びロウレベル間の遷移期間Δｔを算出する。次いで、ＣＰ
Ｕ４１は、算出した遷移期間Δｔに対応する体温を記憶部１０の体温参照データから取得
する。本実施形態では、このようにして体温を計測する。
【０１００】
　上述のように、本実施形態では、抵抗４２を新たに設けたこと、及び、ＣＰＵ４１に体
温の演算機能を追加したこと以外の構成は、上記第１の実施形態と同様である。また、本
実施形態では、脈拍計測モードにおいて、上記第１の実施形態と同様にして脈拍を計測す
ることができる。それゆえ、本実施形態では、上記第１の実施形態と同様の効果が得られ
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る。
【０１０１】
　さらに、本実施形態では、利用者の体温情報も長期間継続して計測することができる。
それゆえ、本実施形態では、日常の健康状況を長期間継続してより詳細に監視することが
できる。
【０１０２】
　なお、本実施形態では、脈拍及び体温の両方を計測する例を説明したが、本発明はこれ
に限定されない。本実施形態の生体情報計測装置４０を体温のみを計測する体温計測装置
として用いてもよい。また、本実施形態では、さらに、上記第２の実施形態で説明した表
示部２２及び／又は上記第３の実施形態で説明した防水機能を備える構成にしてもよい。
この場合は温度変化等により利用者の入浴時か否かの認識も可能になる。
　また、本実施形態における脈圧測定は、実施形態１の場合と同じであるので、説明は省
略する。
【０１０３】
＜各種変形例＞
　本発明の生体情報計測装置の構成は、上述した各種実施形態の構成に限定されない。こ
こでは、各種変形例について説明する。
【０１０４】
［変形例１］
　上述のように、利用者によって脈拍の出やすさが異なり、好適な締め付け圧力も利用者
毎に異なる。この問題に、より柔軟に対応するため、例えば、上記第１の実施形態の生体
情報計測装置１において、さらに、装着ベルト２の周回方向の長さを可変にし、締め付け
圧力を適宜調整可能にする機構を設けてもよい。変形例１では、その一構成例を説明する
。
【０１０５】
　図１５に、変形例１の生体情報計測装置４５の概略構成を示す。なお、図１５に示す生
体情報計測装置４５の構成において、図１（ｂ）に示す上記第１の実施形態の生体情報計
測装置１の構成と同様の構成には、同じ符号を付して示す。
【０１０６】
　この例の生体情報計測装置４５は、装着ベルト２と、圧電素子３と、圧力センサ４と、
圧力調整部材４６とを備える。なお、圧電素子３及び圧力センサ４は、上記各種実施形態
と同様に、装着ベルト２に内蔵される。また、圧力調整部材４６は、装着ベルト２の一部
に取り付けられ、利用者が操作可能な位置に取り付けられる。この例の生体情報計測装置
４５において、圧力調整部材４６を設けたこと以外は、上記第１の実施形態と同様の構成
であるので、ここでは、圧力調整部材４６についてのみ説明する。
【０１０７】
　圧力調整部材４６は、リング状に変形された装着ベルト２の一方の端部を固定し、他方
の端部付近を装着ベルト２の延在方向（図１５中の矢印Ａ３）に沿ってスライド可能な機
構を備える。さらに、圧力調整部材４６は、生体情報計測装置４５の装着時に、装着ベル
ト２の他方の端部付近を所望の位置で固定するための固定機能を備える。すなわち、圧力
調整部材４６は、装着ベルト２の他方の端部付近の固定位置を変えることにより、締め付
け圧力（装着ベルト２の巻き付け長さ）を調整する構造を有する。
【０１０８】
　このような圧力調整部材４６としては、例えば、装着ベルト２の他方の端部付近を厚さ
方向に挟み込むことにより装着ベルト２を固定し、その固定位置を変えることにより、締
め付け圧力を調整する構造の部材を用いることができる。また、装着ベルト２の他方の端
部付近に複数の穴を設け、その穴に棒状部材を挿入することにより装着ベルト２を固定し
、棒状部材を挿入する穴の位置を変えることにより締め付け圧力を調整する構造の部材を
用いてもよい（例えばズボンのベルトの様な物）。なお、これらの部材は金属製部材であ
ってもよいし、プラスチック製の部材を用いてもよい。さらに、圧力調整部材４６として
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は、面ファスナー（例えばマジックテープ（登録商標）など）を用いてもよい。
【０１０９】
　なお、この例の構成は、上記第１の実施形態だけでなく、第２～４の実施形態に対して
も同様に適用可能である。ただし、上記第２の実施形態では、装着ベルト２の一部に表示
部２２を設ける（図８（ａ））ので、変形例１を第２の実施形態に適用する場合には、表
示部２２に圧力調整部材４６の機構を加えるようにしてもよい。
【０１１０】
　また、この例では、装着ベルト２の巻き付け長さを変えて締め付け圧力を調整するので
、装着ベルト２としては、例えば、布等からなる非弾性体のベルトを用いることができる
。
【０１１１】
　上述のように、この例の生体情報計測装置４５は、圧力調整部材４６を追加したこと以
外は、上記各種実施形態の生体情報計測装置と同様の構成である。また、この例では、上
記各種実施形態と同様にして生体情報を計測することができる。それゆえ、この例では、
上記各種実施形態と同様の効果が得られる。
【０１１２】
　さらに、この例では、圧力調整部材４６により締め付け圧力を自由に調整することがで
きる。それゆえ、この例では、脈拍の出やすさの違いの影響を受けることなく、あらゆる
利用者に適用可能になる。
【０１１３】
［変形例２］
　上記変形例１では、好適な締め付け圧力を得るために、装着ベルト２の巻き付け長さを
任意に調整できる圧力調整部材４６を装着ベルト２に設ける例を説明したが、本発明はこ
れに限定されない。例えば、装着ベルト２とは別個に、締め付け圧力を強化するための補
助部材（以下、サポーターという）を設けてもよい。変形例２では、そのようなサポータ
ーの種々の構成例を説明する。
【０１１４】
（１）変形例２－１
　図１６に、変形例２－１の生体情報計測装置で用いるサポーターの概略構成を示す。こ
の例のサポーター５１は、例えばゴム、布製ゴム等の弾力性及びフレキシブル性を有する
材料で形成されたリング状（筒状）部材で構成される。
【０１１５】
　図１７に、この例のサポーター５１の第１の装着例を示す。なお、図１７では、上記第
２の実施形態の生体情報計測装置２０に対してサポーター５１を適用した例を示す。この
第１の装着例では、生体情報計測装置２０を覆うように、サポーター５１を装着する。
【０１１６】
　上記第２の実施形態の生体情報計測装置２０では、上述のように、装着ベルト２の一部
に表示部２２（剛体）を設けるので、利用者の手首の太さ等の違いにより、利用者によっ
ては、装着箇所において、均一に締め付け圧力を印加することが難しくなる場合も生じる
。この場合、脈拍の計測精度が低下するおそれもある。
【０１１７】
　しかしながら、第１の装着例のように、生体情報計測装置２０の上からさらにサポータ
ー５１で例えば手首等を加圧することにより、締め付け圧力の均一性を向上させることが
でき、確実に精度よく脈拍及び脈圧を計測することが可能になる。ただし、サポーター５
１の締め付け圧力は生体情報計測装置２０の締め付け圧力以上とする。
【０１１８】
　また、サポーター５１の装着方法は、図１７に示す例に限定されない。図１８（ａ）及
び（ｂ）に、この例のサポーター５１の第２の装着例を示す。なお、図１８（ａ）及び（
ｂ）では、上記第１の実施形態の生体情報計測装置１に対してサポーター５１を適用した
例を示す。
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【０１１９】
　図１８（ａ）に示す第２の装着例では、生体情報計測装置１のくるぶし１００側に、サ
ポーター５１を装着する。なお、この際、くるぶし１００を覆わないようにサポーター５
１を装着することが好ましい。また、図１８（ｂ）に示す第２の装着例では、生体情報計
測装置１の腕の付け根側に、サポーター５１を装着する。
【０１２０】
　この第２の装着例では、生体情報計測装置１の近くにサポーター５１を装着して生体情
報計測装置１付近の血管を若干加圧することにより、脈拍を出やすくする。
【０１２１】
（２）変形例２－２
　図１９に、変形例２－２の生体情報計測装置で用いるサポーターの概略構成を示す。こ
の例のサポーター５２は、ベルト部５２ａと、複数の保持部５２ｂとで構成される。
【０１２２】
　ベルト部５２ａは、例えばゴム、布製ゴム等の弾力性及びフレキシブル性を有するリン
グ状部材で構成される。なお、この例のベルト部５２ａの幅及び厚さは、保持部５２ｂの
厚さ及び幅より小さくてもよい。
【０１２３】
　各保持部５２ｂは、例えば金属やプラスチック等からなる板状部材で構成される。そし
て、この例では、複数の保持部５２ｂを全て同じ構成にする。また、複数の保持部５２ｂ
は、ベルト部５２ａに取り付けられ、ベルト部５２ａの周回方向に沿って、等間隔で配置
される。この際、各保持部５２ｂの厚さ方向と、ベルト部５２ａの径方向とが一致するよ
うに複数の保持部５２ｂをベルト部５２ａに取り付ける。
【０１２４】
　図２０に、この例のサポーター５２の装着例を示す。なお、図２０に示す装着例は、上
記変形例２－１で説明した第１の装着例（図１７）に対応し、上記第２の実施形態の生体
情報計測装置２０に対してサポーター５２を適用した例を示す。
【０１２５】
　図２０に示す装着例では、生体情報計測装置２０を覆うように、この例のサポーター５
２を装着する。これにより、上記変形例２－１と同様に、生体情報計測装置２０の上から
さらにサポーター５２で加圧することができる。この結果、この例においても、締め付け
圧力の均一性を向上させることができ、確実に精度よく脈拍を計測することが可能になる
。ただし、サポーター５２の締め付け圧力は生体情報計測装置２０の締め付け圧力以上と
する。
【０１２６】
　また、この例のサポーター５２を、上記変形例２－１で説明した第２の装着例（図１８
（ａ）及び（ｂ））と同様にして、装着してもよい。この場合も上記変形例２－１と同様
の効果が得られる。
【０１２７】
（３）変形例２－３
　図２１（ａ）及び（ｂ）に、変形例２－３の生体情報計測装置で用いるサポーター５３
の概略構成を示す。なお、図２１（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ、後述の第１保持部５３
ａ及び第２保持部５３ｂ間を閉じたとき及び開けたときの様子を示す図である。
【０１２８】
　この例のサポーター５３は、第１保持部５３ａと、第２保持部５３ｂと、締め付け部材
５３ｃとで構成される。
【０１２９】
　第１保持部５３ａは、円弧状の板状部材であり、例えば金属やプラスチック等の剛性材
料で形成される。また、第１保持部５３ａの延在方向における一方の端部は、締め付け部
材５３ｃの一方の端部に取り付けられる。
【０１３０】
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　第２保持部５３ｂは、第１保持部５３ａと同様に、円弧状の板状部材であり、例えば金
属やプラスチック等の剛性材料で形成される。また、第２保持部５３ｂの延在方向におけ
る一方の端部は、締め付け部材５３ｃの他方の端部に取り付けられる。なお、この際、第
２保持部５３ｂの内周側の面と、第１保持部５３ａの内周側の面とが対向するように、第
２保持部５３ｂを締め付け部材５３ｃに取り付ける。これにより、利用者の四肢のいずれ
かが挿入される円形状の開口部が形成される。
　締め付け部材５３ｃは、例えば、ばね等の弾性部材からなる締め付け金具で構成される
。
【０１３１】
　このような構成のサポーター５３において、サポーター５３を利用者の四肢のいずれか
に装着する際には、図２１（ｂ）に示すように、利用者が第１保持部５３ａ及び第２保持
部５３ｂ間の距離を広げる（図２１（ｂ）中の矢印Ａ４）。そして、利用者は、広げた第
１保持部５３ａ及び第２保持部５３ｂ間の空間に四肢のいずれかを挿入する。
【０１３２】
　図２２に、この例のサポーター５３の装着例を示す。なお、図２２に示す装着例は、上
記変形例２－１で説明した第１の装着例（図１７）に対応し、上記第２の実施形態の生体
情報計測装置２０に対してサポーター５３を適用した例を示す。
【０１３３】
　図２２に示す例では、生体情報計測装置２０を覆うように、この例のサポーター５３を
装着する。これにより、上記変形例２－１と同様に、生体情報計測装置２０の上からさら
にサポーター５３で加圧することができる。この結果、この例においても、締め付け圧力
の均一性を向上させることができ、確実に精度よく脈拍を計測することが可能になる。た
だし、サポーター５３の締め付け圧力は生体情報計測装置２０の締め付け圧力以上とする
。
【０１３４】
　なお、この例のサポーター５３を、上記変形例２－１で説明した第２の装着例（図１８
（ａ）及び（ｂ））と同様にして、装着してもよい。この場合も上記変形例２－１と同様
の効果が得られる。
【０１３５】
（４）変形例２－４
　図２３に、変形例２－４の生体情報計測装置で用いるサポーターの概略構成を示す。こ
の例では、サポーター５４を、面ファスナーで構成する。なお、サポーター５４を利用者
の四肢のいずれかに装着する際には、サポーター５４を四肢のいずれかに巻き付け、面フ
ァスナーの延在方向（サポーター５４の周回方向）の一方の端部付近の下面領域と、それ
と対向する他方の端部付近の上面領域とを重ね合わせる。
【０１３６】
　図２４に、この例のサポーター５４の装着例を示す。なお、図２４に示す装着例は、上
記変形例２－１で説明した第１の装着例（図１７）に対応し、上記第２の実施形態の生体
情報計測装置２０に対してサポーター５４を適用した例を示す。
【０１３７】
　図２４に示す例では、生体情報計測装置２０を覆うように、この例のサポーター５４を
巻き付ける。これにより、上記変形例２－１と同様に、生体情報計測装置２０の上からさ
らにサポーター５４で加圧することができる。この結果、この例においても、締め付け圧
力の均一性を向上させることができ、確実に精度よく脈拍及び脈圧を計測することが可能
になる。また、この例では、サポーター５４の巻き付け長さを任意に調整することができ
るので、より最適な締め付け圧力で脈拍及び脈圧を計測することが可能になる。
【０１３８】
　なお、この例のサポーター５４を、上述した変形例２－１の第２の装着例（図１８（ａ
）及び（ｂ））と同様にして、装着してもよい。この場合も変形例２－１と同様の効果が
得られる。
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【符号の説明】
【０１３９】
　１，２０，３０，４０…生体情報計測装置、２…装着ベルト、３…圧電素子、４…圧力
センサ、５…加速度センサ、６…操作部、７…電池、８…無線デバイス、９…アンテナ、
１０…記憶部、１１…情報処理部、１２，２１，３１，４１…ＣＰＵ、２２…表示部、３
２…電源部、３３…２次電池、３４…充電回路、３５…非接触充電コイル、３６…防水部
材、４２…抵抗、５１～５４…サポーター
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